
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  休眠会社の整理                      

Ｑ：昨年に、休眠中の会社に管轄登記所か

ら公告の通知がきましたが、放っておきまし

た。どうなりますでしょうか？                               

                                              

Ａ：解散したものとみなされて登記されて

います。なお、登記後３年以内であれば、会

社を継続することができます。 

【解説】 

平成28年10月13日(木)の時点で、最後の登

記をしてから12年を経過している株式会社

(休眠会社)、又は最後の登記をしてから５年

を経過している一般社団法人もしくは一般財

団法人(休眠一般法人)は、平成28年12月13日

(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又

は「まだ事業を廃止していない」旨の届出を

しない限り、平成28年12月14日(水)付けで解

散したものとみなされ、登記官により職権で

解散の登記がなされています。  

なお、みなし解散の登記された場合でも、

登記後３年以内であれば、 

①解散したものとみなされた株式会社は、株

主総会の特別決議によって、株式会社を継続 

②解散したものとみなされた一般社団法人又

は一般財団法人は、社員総会の特別決議又は

評議員会の特別決議によって、法人を継続す

ることができますので、継続されるのであれ

ば手続きが必要です。  

なお、継続したときは，２週間以内に継続

の登記の申請をする必要があります。 
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